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議案第４５号 平成２６年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について １

議案第４６号 平成２６年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について
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ついて
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議案第４８号 平成２６年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について

４

議案第４９号 平成２６年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について

５

議案第５０号 平成２６年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について

６
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議案第５４号 町の区域を変更することについて １４

議案第５５号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て

１６

議案第５６号 平成２７年度宮代町一般会計補正予算(第３号）について １７

議案第５７号 平成２７年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第１号)

について

１８

議案第５８号 平成２７年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて

１９

議案第５９号 平成２７年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１

号)について

２０

議案第６０号 平成２７年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について

２１

議案第６１号 平成２７年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）について

２２

議案第６２号 平成２７年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）につい

て

２３



１

議案第４５号

平成２６年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について

平成２６年度宮代町一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて認定に

付する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

平成２６年度宮代町一般会計歳入歳出決算を歳入合計９５億８，５４５万

５，４３７円、歳出合計９２億１，２８８万１，９４１円とすることについて、

地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



２

議案第４６号

平成２６年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２６年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を

付けて認定に付する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

平成２６年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計４３億

４２２万８，２７１円、歳出合計４２億３，５５０万２，２８５円とすることにつ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



３

議案第４７号

平成２６年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２６年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付け

て認定に付する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

平成２６年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計２４億８，５１０万

４，２３４円、歳出合計２３億４０９万３，４０３円とすることについて、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



４

議案第４８号

平成２６年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２６年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見

を付けて認定に付する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

平成２６年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を歳入合計３億

７，９９３万９，６２０円、歳出合計３億７，７９０万４，４７５円とすることに

ついて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



５

議案第４９号

平成２６年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２６年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見

を付けて認定に付する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

平成２６年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を歳入合計８億

７，８２６万４１円、歳出合計８億５，８７０万２，３１３円とすることについて、

地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



６

議案第５０号

平成２６年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２６年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意

見を付けて認定に付する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

平成２６年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を歳入合計５，６６２万

７，００２円、歳出合計５，１５７万４，７４３円とすることについて、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



７

議案第５１号

平成２６年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

平成２６年度宮代町水道事業会計利益の処分及び平成２６年度宮代町水道

事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて認定に付する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

平成２６年度宮代町水道事業会計利益の処分として、未処分利益剰余金１６億

５，６０９万８，４９３円のうち１５億６，７８０万２，２１４円を資本金に、

５００万円を減債積立金に、５００万円を利益積立金に、７，８２９万６，２７９円

を建設改良積立金に積み立てるとともに、平成２６年度宮代町水道事業会計決算を収

益的収入８億３，８６４万２，５９４円（税抜き）、収益的支出７億５，０３４万

６，３１５円（税抜き）、資本的収入２，６２９万６，０３０円（税込み）、資

本的支出１億８，０７４万３，３８３円（税込み）とすることについて、地方公

営企業法第３２条第２項及び第３０条第４項の規定により、この案を提出するもの

である。



８

議案第５２号

宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例について

宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行

に伴い、宮代町個人情報保護条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第

１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



９

宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例

第１条 宮代町個人情報保護条例（平成１１年宮代町条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。

目次中「第４章 個人情報の利用及び提供(第１２条・第１３条)」を「第４章

保有個人情報の利用及び提供(第１２条－第１３条)」に、「第５章 個人情報

の開示及び訂正等の請求等（第１４条－第２４条）」を「第５章 保有個人情報

の開示及び訂正等の請求等（第１４条－第２４条）」に改める。

第２条に次の３号を加える。

（５）保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で

あって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するものとして、

当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されている

ものに限る。

（６）特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２

条第８項に規定する特定個人情報をいう。

（７）保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個

人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するもの

として、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録さ

れているものに限る。

第１１条の２中「、「当該業務の委託を受けたもの（以下「受託者」とい

う。）」とあるのは「当該指定管理者」と、第１１条中「受託者」とあるのは

「指定管理者」と、「実施機関から受託した事務（以下「受託事務」とい

う。）」とあるのは「公の施設の管理業務」と読み替えるものとする。」を「、

「当該業務の委託を受けたもの」とあるのは「当該指定管理者」と、第１１条第

１項中「実施機関から個人情報取扱事務に係る業務を受諾したもの」とあるのは

「指定管理者」と、同条第２項中「前項の受託業務」とあるのは「指定管理者が

行う当該指定に係る業務」と読み替えるものとする。」に改める。

「第４章 個人情報の利用及び提供」を「第４章 保有個人情報の利用及び提

供」に改める。

第１２条の見出し中「個人情報」を「保有個人情報」に改め、同条第１項中

「個人情報の利用」を「保有個人情報（保有特定個人情報を除く。以下この条に

おいて同じ。）の利用」に、「個人情報の提供」を「保有個人情報の提供」に改

め、同条の次に次の２条を加える。

（保有特定個人情報の利用の制限）

第１２条の２ 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自

ら利用してはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のた

めに必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ること

が困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利



１０

用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のため

に自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するお

それがあると認められるときは、この限りでない。

３ 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、

保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための当該実施機関の内部における

利用を特定の部局又は組織に限るものとする。

（特定個人情報の提供の制限）

第１２条の３ 実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除

き、特定個人情報を提供してはならない。

第１３条第１項中「個人情報」を「保有個人情報」に改め、同条第２項中「実

施機関が保有する個人情報」を「保有個人情報」に改める。

「第５章 個人情報の開示及び訂正等の請求等」を「第５章 保有個人情報の

開示及び訂正等の請求等」に改める。

第１４条中「当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己の個人情

報」を「当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報」に改め、同条

第４項第２号中「（当該代理行為に関し、法律により職務上の守秘義務を有する

者に限る。）」を削る。

第１８条第１項中「自己情報」を「保有個人情報」に改める。

第１９条の見出し中「個人情報」を「保有個人情報」に改め、同条第１項第２

号中「個人情報」を「保有個人情報」に改める。

第２１条第２項及び第３項を次のように改める。

２ 何人も、実施機関が第６条第１項から第３項までの規定に違反して自己情報

を収集したと認めるとき、番号法第２０条の規定に違反して自己の特定個人情

報を収集し、若しくは保管していると認めるとき又は番号法第２８条の規定に

違反して作成した特定個人情報ファイル（一定の事務の目的を達成するため、

特定の保有特定個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように又

は氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有特定個人情報を容易に検

索することができるように体系的に構成したものをいう。）に自己の特定個人

情報が記録されていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報若

しくは自己の保有特定個人情報の停止又は消去を請求することができる。

３ 何人も、実施機関が第１２条第１項の規定に違反して自己情報の目的外利用

等をしていると認めるとき、第１２条の２第１項及び第２項の規定に違反して

自己の保有特定個人情報を利用していると認めるとき、第１２条の３の規定に

違反して保有特定個人情報を提供していると認めるとき又は第１３条第２項の

規定に違反して保有個人情報の外部提供をしていると認めるときは、当該実施

機関に対し、当該保有個人情報の提供の停止を請求することができる。

第２３条第２項中「個人情報」を「保有個人情報」に改める。

第２３条の次に次の１条を加える。

（保有個人情報の提供先への通知）
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第２３条の２ 実施機関は、前条第２項の規定により保有個人情報の訂正をした

場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、

遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第２４条に次の１項を加える。

２ 前項ただし書きの規定にかかわらず、実施機関は、経済的困難その他特別の

理由があると認めるときは、公文書の写しの交付に要する費用を減額し、又は

免除することができる。

第３２条第１項中「個人情報」を「保有個人情報」に改める。

第２条 宮代町個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

第２条に次の１号を加える。

（８）情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録

された特定個人情報をいう。

第１２条の２第２項中「利用目的以外の目的のために保有特定個人情報」の次

に「（情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。）」を加える。

第２１条第２項中「規定に違反して自己情報」の次に「（情報提供等記録を除

く。以下この条において同じ。）」を加える。

第２３条の２中「当該保有個人情報の提供先」の次に「（情報提供等記録にあ

っては、総務大臣及び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供

者（当該訂正に係る同法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された

者であって、当該実施機関以外のものに限る。））」を加える。

第３２条第１項中「他の法令等」の次に「（番号法附則第６条第５項に規定す

る情報提供等記録開示システムに係るものを除く。）」を加える。

附 則

この条例中第１条の規定は平成２７年１０月５日から、第２条の規定は番号法附

則第１条第５号に規定する政令で定める日から施行する。



１２

議案第５３号

宮代町手数料条例の一部を改正する条例について

宮代町手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行

等に伴い、宮代町手数料条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項

第１号の規定により、この案を提出するものである。



１３

宮代町手数料条例の一部を改正する条例

第１条 宮代町手数料条例（平成１８年宮代町条例第１２号）の一部を次のように

改正する。

第２条第１項中第４５号を第４６号とし、第１１号から第４４号までを１号ず

つ繰り下げ、第１０号の次に次の１号を加える。

（１１）個人番号の通知カードの再交付 １件につき ５００円

第６条第１項第２号及び第３号に次のただし書を加える。

ただし、第２条第１項第１１号に掲げる事務の手数料を除く。

第２条 宮代町手数料条例の一部を次のように改正する。

第２条第１項第１０号及び第１１号を次のように改める。

（１０）個人番号の通知カードの再交付 １件につき ５００円

（１１）個人番号カードの再交付 １件につき ８００円

第６条第１項第２号ただし書及び第３号ただし書中「第１１号」を「第１０号

及び第１１号」に改める。

附 則

この条例中第１条の規定は平成２７年１０月５日から、第２条の規定は平成２８

年１月１日から施行する。



１４

議案第５４号

町の区域を変更することについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、宮代町

内の町の区域を別紙変更調書のとおり変更することについて、議会の議決を求める。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

東武動物公園駅西口土地区画整理事業に伴い、町の区域の一部を変更する必要が

生じたことから、地方自治法第２６０条第１項の規定により、この案を提出するも

のである。



１５

別 紙

変 更 調 書

中央一丁目に編入する区域

中央二丁目１７５の４、１７６の１、１７６の５、１７７の３、１７７の５、

１７８の３、１７９の３、１８０の３、１８０の５、１８１の２、２０８の４、

２０８の６、２０８の７、２０９の３、６７９の１、６８０の１、６８１の１、

６８１の３、中央三丁目１６１の７、１６１の８、１７１の２、１７２の２、

１７３の２、１７４の３及びこれらの区域に介在する道路である町有地の一部

（平成２７年７月 1日調査）



１６

議案第５５号

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

次の者を人権擁護委員の候補者として推薦することについて意見を求める。

１ 住 所 埼玉県南埼玉郡宮代町字中１８０番地

２ 氏 名 稲 山 貞 幸

３ 生年月日 昭和４９年１月１８日

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

現人権擁護委員である稲山貞幸氏を引き続き人権擁護委員に推薦したいので、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、この案を提出するものである。



１７

議案第５６号

平成２７年度宮代町一般会計補正予算（第３号）について

平成２７年度宮代町一般会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

職員の人事異動及び共済費負担金率の改定等に係る人件費補正、前年度繰越金の

確定並びに国県負担割合の決定に伴う国民健康保険特別会計への繰出金の増等に伴

い、平成２７年度宮代町一般会計予算に３億２，９９６万１，０００円を追加し、

総額を９３億４，７０４万６，０００円とすることについて、地方自治法第２１８

条第１項の規定により、この案を提出するものである。



１８

議案第５７号

平成２７年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

平成２７年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提

出する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

前期高齢者交付金等の交付決定及び国や県の交付金等の超過交付による返還金が

生じたことに伴い、平成２７年度宮代町国民健康保険特別会計予算に３８５万

８，０００円を追加し、総額を４６億６，２０１万１，０００円とすることについ

て、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



１９

議案第５８号

平成２７年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

平成２７年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出す

る。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

前年度繰越金の確定並びに国県負担金及び社会保険診療報酬支払基金交付金の精算

等に伴い、平成２７年度宮代町介護保険特別会計予算に１億８，１７１万６，０００円

を追加し、総額を２５億６，７２５万６，０００円とすることについて、地方自治

法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



２０

議案第５９号

平成２７年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

平成２７年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり

提出する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

職員の人事異動及び共済費負担金率の改定等に係る人件費補正並びに一般会計繰

出金の確定等に伴い、平成２７年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算に１２３万

１，０００円を追加し、総額を３億９，８６１万４，０００円とすることについて、

地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



２１

議案第６０号

平成２７年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

平成２７年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり

提出する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

職員の人事異動、共済費負担金率の改定及び標準報酬制への移行並びに前年度繰

越金及び消費税額の確定に伴い、平成２７年度宮代町公共下水道事業特別会計予算

に３，８５９万３，０００円を追加し、総額を９億３，４８７万６，０００円とす

ることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するも

のである。



２２

議案第６１号

平成２７年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について

平成２７年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとお

り提出する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

職員の共済費負担金率の改定及び標準報酬制への移行並びに前年度繰越金の確定に

伴い、平成２７年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算に４９７万４，０００円を

追加し、総額を５，６７９万８，０００円とすることについて、地方自治法第２

１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



２３

議案第６２号

平成２７年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）について

平成２７年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

平成２７年８月２７日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

職員の人事異動及び共済費負担金率の改定等に伴い、平成２７年度宮代町水道事

業会計予算の収益的支出のうち営業費用を８１４万３，０００円減額し、総額を

７億４，７６５万円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定によ

り、この案を提出するものである。


